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王
公
族
の
離
婚
・
離
縁
と
戸
籍
の
行
方
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共
通
法
を
超
越
す
る
昭
和
二
年
法
律
第
五
一
号
｜
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新

城

道
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は
じ
め
に

一

王
公
家
軌
範
制
定
の
曲
折
と
委
任
立
法

二

昭
和
二
年
法
律
第
五
一
号
を
め
ぐ
る
議
論

（
一
）
共
通
法
と
の
整
合
性

（
二
）
離
婚
届
の
有
無

三

皇
族
の
前
例
と
法
律
に
よ
る
解
決

お
わ
り
に
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は
じ
め
に

韓
国
併
合
と
は
、
大
日
本
帝
国
と
大
韓
帝
国
と
い
う
共
に
「
帝みかど」
を
戴
く
二
つ
の
帝
国
が
一
つ
に
な
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
琉
球
処

分
や
台
湾
領
有
と
は
異
な
る
属
性
で
あ
り
、
併
合
に
際
し
て
韓
国
皇
帝
の
処
遇
が
重
大
な
問
題
と
な
る
。
日
本
は
併
合
を
「
合
意
」
と
し
て

実
現
す
べ
く
条
約
と
い
う
形
式
に
こ
だ
わ
っ
た
が
、
そ
の
た
め
に
は
韓
国
皇
帝
の
調
印
意
思
を
引
き
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ

ゆ
え
、
韓
国
皇
室
を
厚
遇
し
て
国
内
に
編
入
す
る
方
針
を
と
っ
た
。
全
八
条
し
か
な
い
併
合
条
約
の
文
面
は
右
の
内
容
を
如
実
に
表
し
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
条
で
韓
国
皇
帝
が
統
治
権
を
天
皇
に
「
譲
与
」
し
、
第
二
条
で
天
皇
が
そ
れ
を
「
受
諾
」
す
る
と
謳
っ
て
い
る
。
さ

ら
に
第
三
条
と
第
四
条
で
韓
国
皇
帝
と
そ
の
一
族
に
「
相
当
ナ
ル
尊
称
威
厳
及
名
誉
」
と
「
之
ヲ
保
持
ス
ル
ニ
十
分
ナ
ル
歳
費
」
を
支
給
す

る
と
約
束
し
て
い
る
。
こ
れ
に
加
え
て
天
皇
は
、
条
約
公
布
と
同
時
に
「
前
韓
国
皇
帝
ヲ
冊
シ
テ
王
ト
為
ス
ノ
詔
書
」
と
「
李

及
李

ヲ

公
ト
為
ス
ノ
詔
書
」（
以
下
、
両
詔
書
を
合
わ
せ
て
冊
立
詔
書
と
略
記
）
を
発
し
、
韓
国
皇
室
に
王
公
族
の
身
分
と
「
皇
族
ノ
礼
」
を
保
障
し

た１
）

。こ
の
よ
う
に
王
公
族
の
創
設
は
併
合
の
中
心
課
題
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
詳
細
に
は
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
れ

で
も
王
公
族
の
法
的
地
位
に
関
し
て
は
、
大
正
期
の
皇
室
制
度
の
整
備
と
い
う
側
面
か
ら
比
較
的
研
究
さ
れ
て
き
た
と
い
え
よ
う２

）
。
し
か
し
、

焦
点
は
一
九
一
八
年
の
王
公
家
軌
範
案
を
め
ぐ
る
枢
密
院
と
帝
室
制
度
審
議
会
の
政
争
に
置
か
れ
て
お
り
、
一
九
二
六
年
に
制
定
さ
れ
た
王

公
家
軌
範
の
運
用
に
関
す
る
研
究
は
管
見
の
限
り
な
い３

）
。

併
合
か
ら
一
六
年
経
っ
て
よ
う
や
く
制
定
さ
れ
た
王
公
家
軌
範
に
は
重
大
な
不
備
が
あ
っ
た
。
王
公
族
が
婚
姻
や
養
子
縁
組
で
内
地
の
一

般
臣
民
の
家
に
入
っ
た
の
ち
に
離
婚
・
離
縁
し
た
場
合
、
戸
籍
を
ど
こ
に
移
動
す
る
か
が
明
示
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
一
般
臣
民

同
士
が
離
婚
・
離
縁
し
た
な
ら
ば
、
民
法４

）
第
七
三
九
条
と
第
七
四
〇
条
に
も
と
づ
い
て
実
家
に
復
籍
し
、
実
家
が
廃
滅
し
て
復
籍
で
き
な
い

と
き
は
一
家
（
戸
籍
）
を
創
立
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
王
公
家
軌
範
の
第
二
六
条
に
は
、
い
っ
た
ん
王
公
族
の
身
分
を
離

れ
た
者
は
再
び
王
公
家
に
戻
れ
な
い
と
の
規
定
が
あ
り
、
一
般
臣
民
の
よ
う
に
実
家
に
復
籍
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
皇
室
典
範
に
準
拠
し
た
規
定
で
あ
り
、
皇
族
も
皇
籍
を
離
れ
て
臣
籍
に
入
る
と
復
籍
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
皇
族
の
場
合
は「
皇
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族
ヨ
リ
臣
籍
ニ
入
リ
タ
ル
者
及
婚
嫁
ニ
因
リ
臣
籍
ヨ
リ
出
テ
皇
族
ト
為
リ
タ
ル
者
ノ
戸
籍
ニ
関
ス
ル
法
律
」（
明
治
四
三
年
法
律
第
三
九
号
）

を
制
定
し
て
、
一
般
臣
民
と
離
婚
・
離
縁
し
た
元
皇
族
の
戸
籍
の
移
動
を
解
決
し
て
い
る
。
政
府
は
こ
の
前
例
に
倣
っ
て
「
王
公
族
ヨ
リ
内

地
ノ
家
ニ
入
リ
タ
ル
者
及
内
地
ノ
家
ヲ
去
リ
王
公
家
ニ
入
リ
タ
ル
者
ノ
戸
籍
等
ニ
関
ス
ル
法
律
」（
昭
和
二
年
法
律
第
五
一
号
）
を
制
定
し
、

王
公
族
の
戸
籍
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
王
公
族
は
臣
籍
で
な
い
と
と
も
に
内
地
籍
で
も
な
い
と
い
う
よ
う
に
、
複
数
の
条

件
が
絡
み
合
っ
た
特
殊
な
身
分
だ
っ
た
た
め
、
皇
族
と
同
様
の
方
法
に
よ
る
解
決
は
帝
国
法
制
の
根
幹
を
揺
る
が
す
こ
と
に
な
る
。

帝
国
法
制
の
根
幹
と
は
何
か
。
大
日
本
帝
国
は
、
台
湾
・
関
東
州
・
南
樺
太
・
朝
鮮
・
南
洋
群
島
と
い
っ
た
各
外
地
間
と
内
地５

）
で
法
域
を

異
に
し
、
内
地
の
法
律
が
直
接
外
地
に
施
行
さ
れ
た
り
、
外
地
で
総
督
が
発
す
る
命
令
（
制
令
や
律
令
）
な
ど
が
内
地
に
施
行
さ
れ
る
こ
と

は
な
か
っ
た６

）
。
そ
の
た
め
、
韓
国
併
合
後
に
内
外
地
の
法
令
や
戸
籍
制
度
を
連
絡
・
統
一
す
る
必
要
性
が
強
く
意
識
さ
れ
、
一
九
一
一
年
に

江
木
翼７

）
拓
殖
局
部
長
が
「
内
地
・
朝
鮮
・
台
湾
・
関
東
州
及
び
樺
太
に
於
け
る
民
事
刑
事
に
関
す
る
法
律
案
」
を
起
草
す
る８

）
。
一
二
年
四
月

二
九
日
に
は
法
制
局
長
官
の
岡
野
敬
次
郎
を
委
員
長
と
し
、
江
木
の
ほ
か
、
法
制
局
参
事
官
の
美
濃
部
達
吉
、
松
村
眞
一
郎
、
司
法
省
参
事

官
の
豊
島
直
通
、
横
田
五
郎
、
東
京
帝
国
大
学
法
科
大
学
教
授
の
山
田
三
良
を
委
員
と
す
る
「
共
通
法
規
調
査
委
員
会
」
が
設
置
さ
れ
た
。

一
三
年
か
ら
は
一
木
喜
徳
郎
が
委
員
長
と
な
り
、
ま
た
中
川
健
蔵
が
江
木
に
代
わ
っ
て
委
員
に
加
わ
っ
た
。
し
か
し
、
一
木
の
も
と
で
も
法

案
は
完
成
せ
ず
、
わ
ず
か
な
条
項
が
で
き
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
一
四
年
に
国
際
法
学
者
の
高
橋
作
衛
が
委
員
長
に
な
る
と
「
第
一
草
案
」
が

ま
と
ま
り
、
こ
れ
を
参
照
に
一
六
年
六
月
三
〇
日
か
ら
六
回
の
委
員
会
を
開
催
し
て
「
特
別
委
員
会
案
」
が
で
き
る９

）
。
同
年
九
月
に
二
二
条

を
作
成
し
て
内
閣
に
上
申
し
、
法
制
局
参
事
官
の
審
議
に
付
し
た
の
ち
、
原
案
中
四
カ
条
を
削
除
、
一
カ
条
を
追
補
し
て
、
翌
一
七
年
一
月

に
一
九
条
か
ら
な
る
法
案
が
完
成
す
る
。
一
八
年
一
月
の
議
会
で
政
府
法
律
案
と
し
て
付
議
し
、
貴
族
院
特
別
委
員
会
で
若
干
の
字
句
を
修

正
し
て
同
年
四
月
に
「
共
通
法
」
と
し
て
制
定
さ
れ
た10

）
。

こ
の
共
通
法
は
、
た
と
え
ば
朝
鮮
で
台
湾
人
と
内
地
人
が
事
件
を
起
こ
し
た
と
き
に
ど
こ
の
法
で
裁
く
か
、
朝
鮮
人
女
性
が
内
地
人
男
性

に
嫁
い
だ
と
き
に
戸
籍
の
移
動
や
手
続
き
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
問
題
を
解
決
し
、
法
域
が
異
な
る
内
外
地
間
を
大
日
本
帝
国
と
し
て
一
つ

に
ま
と
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
、
昭
和
二
年
法
律
第
五
一
号
は
こ
の
共
通
法
と
無
関
係
に
、
そ
れ
自
身
が
法
域
を
ま
た
い
で
朝
鮮

と
内
地
の
戸
籍
に
関
す
る
事
項
を
同
時
に
定
め
て
い
た
の
で
あ
る11

）
。

― ―191



そ
こ
で
本
稿
で
は
、
政
府
が
い
か
な
る
論
理
で
帝
国
法
制
の
基
本
原
理
を
否
定
し
う
る
昭
和
二
年
法
律
第
五
一
号
を
正
当
化
し
、
共
通
法

と
の
関
係
を
説
明
し
た
の
か
考
察
し
て
い
き
た
い
。

一

王
公
家
軌
範
制
定
の
曲
折
と
委
任
立
法

ま
ず
最
初
に
、
昭
和
二
年
法
律
第
五
一
号
を
考
察
す
る
前
提
と
し
て
王
公
家
軌
範
の
制
定
過
程
を
概
観
し
て
お
き
た
い
。

日
本
は
一
九
一
〇
年
八
月
二
二
日
に
韓
国
と
併
合
条
約
を
締
結
し
、
王
公
族
を
創
設
し
た
。
こ
の
と
き
統
監
府
と
日
本
政
府
は
王
公
族
を

皇
族
の
内
部
に
組
み
込
む
前
提
で
班
位
（
序
列
）
の
議
論
を
進
め
て
い
た
。
し
か
し
、
徳
大
寺
実
則
内
大
臣
兼
侍
従
長
の
「
王
の
席
順
等
は

急
激
に
改
む
る
の
必
要
も
無
之
、
却
て
感
情
を
害
す
る12

）
」
と
い
っ
た
懸
念
な
ど
も
あ
り
、
規
定
は
見
送
ら
れ
る
。
法
的
地
位
の
明
確
化
に
関

し
て
も
、
冊
立
詔
書
で
「
世
家
率
循
ノ
道
」（＝

王
公
族
の
遵
由
す
べ
き
法
）
に
つ
い
て
は
「
当
ニ
別
ニ
其
ノ
軌
儀
ヲ
定
メ
」
る
と
明
記
さ
れ
、

棚
上
げ
と
な
っ
た13

）
。

冊
立
詔
書
の
作
成
に
た
ず
さ
わ
っ
た
皇
室
令
整
理
委
員
の
奥
田
義
人
と
岡
野
敬
次
郎
お
よ
び
彼
ら
を
指
導
し
て
い
た
伊
東
巳
代
治
は
王
公

族
の
法
的
地
位
を
早
急
に
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
使
命
感
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
伊
東
は
、
一
六
年
九
月
に
「
皇
室
制
度
再
査
議
」

と
い
う
意
見
書
を
起
草
し
、
王
公
族
の
法
を
制
定
す
る
必
要
性
を
大
隈
重
信
首
相
と
波
多
野
敬
直
宮
内
大
臣
に
訴
え
た14

）
。
こ
れ
を
契
機
と
し

て
、
一
一
月
四
日
に
宮
内
省
内
に
帝
室
制
度
審
議
会
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

当
時
、
王
公
家
軌
範
の
制
定
は
日
本
に
お
い
て
喫
緊
の
課
題
で
あ
っ
た
。
李
王
職
事
務
官
を
務
め
た
今
村
鞆
は
斎
藤
実
総
督
へ
提
出
し
た

意
見
書
の
な
か
で
、
王
公
家
軌
範
の
制
定
は
「
急
を
要
す
る
も
の
ゝ
一
な
り15

）
」
と
進
言
し
て
い
る
。
理
由
は
、
王
公
族
の
身
分
が
法
的
に
定

ま
ら
な
け
れ
ば
、
仮
に
王
世
子
に
子
が
で
き
た
と
し
て
も
、
そ
の
子
を
王
族
と
見
な
し
て
王
世
孫
と
称
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
か
ら

で
あ
る
。

そ
こ
で
、
帝
室
制
度
審
議
会
は
旧
韓
国
皇
室
の
典
礼
慣
行
を
精
査
し
て
「
王
公
家
軌
範
案
要
綱
」
を
作
成
し
、
一
七
年
一
二
月
一
七
日
に

王
公
家
軌
範
案
を
天
皇
に
上
奏
し
た
。
王
公
家
軌
範
案
の
特
徴
は
、
前
文
で
王
公
族
を
準
皇
族
と
見
な
し
て
一
般
法
令
を
適
用
す
べ
き
で
は
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な
い
と
規
定
し
て
い
る
点
に
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
王
公
族
が
臣
籍
で
は
な
い
こ
と
を
前
提
と
す
る
条
文
（
た
と
え
ば
第
五
七
条16

）
、
第
一
一
七

条17
）

）
が
設
け
ら
れ
、
制
定
形
式
も
皇
室
令
で
あ
り
、
内
容
の
多
く
は
皇
族
身
位
令
、
皇
室
財
産
令
な
ど
の
焼
き
写
し
で
あ
っ
た
。

天
皇
は
一
八
年
五
月
一
四
日
に
王
公
家
軌
範
案
を
枢
密
院
へ
諮
詢
す
る
。
し
か
し
、
枢
密
院
は
皇
族
で
な
い
王
公
族
の
権
利
義
務
に
関
す

る
定
め
（
憲
法
上
の
立
法
事
項
に
該
当
）
を
法
律
で
は
な
く
皇
室
令
で
制
定
す
る
論
拠
は
な
い
と
批
判
し
、
帝
室
制
度
審
議
会
に
撤
回
を
求

め
た18

）
。
こ
れ
に
よ
り
、
一
八
年
時
点
で
王
公
家
軌
範
の
制
定
は
断
念
さ
れ
る
。

二
〇
年
四
月
二
八
日
に
王
世
子
李

と
梨
本
宮
守
正
の
長
女
方
子
が
結
婚
し
、
翌
年
八
月
一
八
日
に
は
晋
が
誕
生
し
た
。
今
村
が
危
惧
し

た
と
お
り
、
法
の
不
在
に
よ
っ
て
晋
を
勝
手
に
王
族
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
天
皇
は
応
急
処
置
と
し
て
同
日
に
詔

書
を
公
布
し
、「
王
世
子
ノ
系
嗣
ニ
殿
下
ノ
敬
称
ヲ
用
ヒ
シ
ム
ル
」と
宣
言
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
晋
に
敬
称
が
な
い
と
い
う
事
態
は
免

れ
た
が
、
や
は
り
王
族
と
は
見
な
せ
な
か
っ
た
た
め
、
詔
書
の
表
題
も
「
王
世
孫
」
で
は
な
く
「
王
世
子
ノ
系
嗣
」
と
な
っ
た19

）
。

王
公
族
の
法
的
地
位
を
確
定
し
て
安
定
的
な
襲
系
を
実
現
す
る
た
め
に
王
公
家
軌
範
の
制
定
は
急
務
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
併
合
条
約
お

よ
び
冊
立
詔
書
の
趣
旨
を
体
現
す
る
た
め
に
形
式
は
皇
室
令
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
だ
が
、
王
公
家
軌
範
を
法
律
で
は
な
く
皇
室
令

と
し
て
制
定
す
る
こ
と
は
、
す
で
に
枢
密
院
で
否
定
さ
れ
て
お
り
不
可
能
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
葛
藤
の
な
か
で
、
委
任
立
法
と
い
う
解
決
策
が
と
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
帝
国
議
会
で
王
公
族
の
権
利
義
務
に
関
す
る
事
項
は

皇
室
令
で
制
定
す
る
と
規
定
し
た
「
王
公
族
ノ
権
義
ニ
関
ス
ル
法
律
」（
大
正
一
五
年
法
律
第
八
三
号20

）
）
を
公
布
し
、
こ
れ
を
根
拠
に
王
公
家

軌
範
を
皇
室
令
と
し
て
制
定
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
措
置
は
、
国
務
法
の
法
律
を
根
拠
に
宮
務
法
の
皇
室
令
を
制
定
す
る

も
の
で
あ
り
、
明
治
憲
法
の
構
造
を
貫
く
典
憲
二
元
主
義
を
否
定
す
る
唯
一
の
例
外
を
作
る
こ
と
に
な
っ
た21

）
。
と
は
い
え
、「
王
公
族
ノ
権
義

ニ
関
ス
ル
法
律
」
に
よ
っ
て
一
八
年
当
時
の
枢
密
院
の
批
判
は
避
け
ら
れ
、
二
六
年
一
二
月
一
日
、
つ
い
に
王
公
家
軌
範
が
皇
室
令
と
し
て

制
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
王
公
家
軌
範
は
、
内
地
の
家
に
入
っ
た
の
ち
に
離
婚
・
離
縁
し
た
元
王
公
族
の
戸
籍
の
行
方
に
関
し
て
重
大
な
不
備
を
内
包
し
て

い
た
。
そ
れ
ゆ
え
制
定
の
翌
年
に
は
新
た
な
法
律
案
を
作
成
し
、
審
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
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二

昭
和
二
年
法
律
第
五
一
号
を
め
ぐ
る
議
論

（
一
）
共
通
法
と
の
整
合
性

二
七
年
三
月
一
二
日
、
第
五
二
回
帝
国
議
会
衆
議
院
の
委
員
会
で
「
王
公
族
ヨ
リ
内
地
ノ
家
ニ
入
リ
タ
ル
者
及
内
地
ノ
家
ヲ
去
リ
王
公
家

ニ
入
リ
タ
ル
者
ノ
戸
籍
等
ニ
関
ス
ル
法
律
案
」（
以
下
、
本
案
と
略
記
）の
審
議
が
開
始
さ
れ
た
。
ま
ず
冒
頭
で
江
木
翼
法
務
大
臣
が
本
案
の

大
要
を
次
の
五
点
に
し
ぼ
っ
て
説
明
し
て
い
る
。
委
員
会
で
特
に
論
点
と
な
っ
た
の
は
③
と
④
で
あ
る
。

①
王
公
族
が
婚
姻
・
養
子
縁
組
な
ど
に
よ
っ
て
内
地
の
家
に
入
っ
た
場
合
は
、
本
案
第
五
条22

）
の
規
定
に
よ
り
、
内
地
の
家
の
戸
主
が
入
籍

の
旨
を
市
町
村
長
に
届
け
出
る
。

②
内
地
の
家
の
女
子
が
婚
嫁
に
よ
っ
て
王
公
家
に
入
っ
た
場
合
、
本
案
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
去
っ
た
家
の
戸
主
が
除
籍
の
旨
を
市
町

村
長
に
届
け
出
る
。

③
王
公
族
は
王
公
家
軌
範
第
二
六
条
の
規
定
に
よ
り
、
い
っ
た
ん
王
公
族
の
身
分
を
離
れ
た
ら
王
公
家
に
復
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ

れ
ゆ
え
、
婚
姻
や
養
子
縁
組
に
よ
っ
て
内
地
の
家
に
入
っ
た
王
公
族
が
離
婚
・
離
縁
で
内
地
の
家
を
去
る
と
き
は
、
本
案
第
一
条23

）
の
規
定
に

し
た
が
い
、
直
系
尊
属
が
臣
籍
に
降
り
て
創
立
し
た
家
が
あ
る
な
ら
そ
の
家
に
入
り
、
な
け
れ
ば
一
家
を
創
立
す
る
。
こ
れ
は
一
九
一
〇
年

に
公
布
さ
れ
た
「
皇
族
ヨ
リ
臣
籍
ニ
入
リ
タ
ル
者
及
婚
嫁
ニ
因
リ
臣
籍
ヨ
リ
出
テ
皇
族
ト
為
リ
タ
ル
者
ノ
戸
籍
ニ
関
ス
ル
法
律
」
に
倣
っ
た

も
の
で
あ
る
。

④
内
地
の
家
を
去
っ
て
王
公
家
に
入
っ
た
者
が
離
婚
・
離
縁
し
た
場
合
、
本
案
第
二
条24

）
、
第
三
条25

）
、
第
四
条26

）
の
規
定
に
よ
り
、
実
家
が
あ

る
な
ら
復
籍
す
る
旨
、
な
け
れ
ば
家
を
再
興
す
る
か
一
家
創
立
の
旨
を
市
町
村
長
に
届
け
出
る
。

⑤
王
や
公
が
薨
去
し
て
襲
系
者
が
な
く
、
襲
系
の
順
位
に
あ
る
者
が
内
地
の
家
に
い
る
場
合
、
本
案
第
六
条27

）
に
よ
り
、
襲
系
者
な
ら
び
に

配
偶
者
と
長
子
孫
の
系
統
に
あ
る
者
は
内
地
の
家
を
去
っ
て
王
公
家
に
入
り
王
や
公
を
継
ぐ
た
め
、
宮
内
大
臣
が
除
籍
の
旨
を
市
町
村
長
に

通
知
す
る
。

大
要
を
聞
い
て
質
問
し
た
の
は
原
夫
次
郎28

）
議
員
で
あ
っ
た
。「
は
じ
め
に
」で
記
し
た
よ
う
に
、
大
日
本
帝
国
は
内
地
と
各
外
地
間
で
法
域
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を
異
に
し
、
共
通
法
に
よ
っ
て
異
法
地
域
相
互
間
の
民
刑
事
法
適
用
の
規
則
を
定
め
、
法
令
や
戸
籍
制
度
を
連
絡
・
統
一
し
て
い
た
。
と
こ

ろ
が
本
案
は
、
共
通
法
と
関
係
な
く
内
地
と
朝
鮮
の
戸
籍
の
移
動
や
手
続
き
を
定
め
て
い
た
た
め
、
原
は
二
つ
の
法
律
の
関
係
に
つ
い
て
尋

ね
た
。

こ
れ
に
対
し
て
江
木
は
、
本
案
が
朝
鮮
に
も
施
行
さ
れ
二
つ
の
法
域
に
ま
た
が
る
こ
と
を
す
ん
な
り
と
認
め
て
い
る
。
だ
が
そ
の
う
え
で
、

共
通
法
は
臣
籍
に
あ
る
者
同
士
の
入
籍
復
籍
上
の
関
係
を
定
め
て
い
る
の
で
あ
り
、
本
案
が
対
象
と
し
て
い
る
の
は
王
公
族
と
い
う
特
別
な

身
分
と
内
地
の
家
と
の
関
係
で
あ
る
と
弁
明
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
本
案
に
は
「
全
ク
共
通
法
規
ノ
適
用
ト
云
フ
モ
ノ
ハ
、
其
関
係
ニ
於

テ
ハ
適
用
ガ
ナ
イ
」
と
し
、「
本
案
ノ
第
一
条
ガ
或
ル
意
味
ニ
於
テ
ノ
共
通
的
ノ
法
規
ト
ナ
ル29

）
」
と
答
弁
し
た
。

し
か
し
原
は
、
対
象
が
王
公
族
だ
か
ら
共
通
法
の
適
用
が
な
い
と
し
た
点
に
疑
義
を
挟
み
、
婚
姻
や
養
子
に
よ
っ
て
い
っ
た
ん
王
公
家
を

離
れ
て
臣
籍
に
降
り
た
以
上
、内
地
に
お
い
て
は
民
法
の
支
配
に
属
す
の
だ
か
ら
共
通
法
の
適
用
も
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
批
判
し
た
。

そ
し
て
こ
の
考
え
を
補
強
す
べ
く
、
内
地
の
家
に
入
っ
た
王
公
族
が
離
婚
・
離
縁
し
た
場
合
の
戸
籍
の
移
動
の
可
能
性
と
し
て
次
の
三
つ
を

あ
げ
て
い
る
。

（
Ａ
）

実
家
（＝

王
公
家
）
に
復
籍
す
る
。

（
Ｂ
）

直
系
尊
属
が
す
で
に
王
公
家
を
出
て
創
立
し
た
家
に
入
る
。

（
Ｃ
）

一
家
を
創
立
す
る
。

こ
の
う
ち
、（
Ａ
）は
王
公
家
軌
範
第
二
六
条
の
規
定
に
よ
っ
て
不
可
能
で
あ
り
、
一
般
臣
民
と
異
な
る
点
で
あ
る
。
だ
が
、
原
は
①
を
除

外
す
る
た
め
に
わ
ざ
わ
ざ
別
に
法
律
を
制
定
す
る
必
要
は
な
く
、
民
法
だ
け
で
事
足
り
る
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、「
特
別
法
ハ
一
般
法
ヲ
除

外
ス
ル
ト
云
フ
理
論30

）
」
か
ら
民
法
よ
り
も
王
公
家
軌
範
（
第
二
六
条
）
の
方
が
優
先
さ
れ
る
た
め
、
本
案
で
特
別
な
規
定
を
設
け
な
く
て
も

（
Ａ
）
に
な
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
選
択
肢
は
（
Ｂ
）
と
（
Ｃ
）
に
な
る
が
、
こ
の
二
つ
は
民
法
の
観
念
と
同
一

で
あ
る
か
ら
、
た
と
え
王
公
族
だ
っ
た
者
で
あ
っ
て
も
共
通
法
の
適
用
を
受
け
る
べ
き
だ
と
主
張
し
た
。
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江
木
は
「
臣
籍
ニ
入
ラ
レ
タ
以
上
ハ
固
ヨ
リ
内
地
ノ
民
法
ノ
適
用
ヲ
受
ケ
ラ
ル
ル
人
ト
ナ
ル
コ
ト
ハ
申
ス
マ
デ
モ
ナ
イ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
」

と
述
べ
て
、
原
の
意
見
に
賛
意
を
示
し
た
。
し
か
し
、
本
案
で
対
象
と
し
て
い
る
の
は
「
元
王
公
族
タ
リ
シ
人
」
で
あ
り
、
民
法
だ
け
で
は

「
規
定
ノ
欠
如
ガ
ア
ル
」
と
改
め
て
強
調
し
た
。
離
婚
・
離
縁
と
な
れ
ば
実
家
に
戻
る
の
が
原
則
で
あ
る
が
、「
元
王
公
族
タ
リ
シ
人
」
は
王

公
家
軌
範
第
二
六
条
に
よ
っ
て
復
籍
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
直
系
尊
属
が
一
般
臣
民
と
な
っ
て
創
立
し
た
家
が
あ
れ
ば
そ
こ
に
入
れ
る
よ
う

に
し
た
い
の
だ
が
、
民
法
だ
け
で
は
不
可
能
な
の
で
「
特
別
ノ
法
規
ヲ
必
要
ト
ス
ル31

）
」
の
だ
と
訴
え
た
。

原
と
江
木
の
議
論
の
す
れ
違
い
は
、（
Ｂ
）
の
直
系
尊
属
が
一
般
臣
民
と
な
っ
て
創
立
し
た
家
を
「
実
家
」
と
見
な
す
か
否
か
と
い
う
相
違

に
起
因
し
て
い
た
。
原
は
「
一
般
臣
家
ノ
家
ガ
創
立
シ
テ
ア
ル
ナ
ラ
バ
其
実
家
ガ
ア
ル
ノ
デ
ア
ル
カ
ラ
、
其
処
ヘ
御
帰
リ
ニ
ナ
ル
、
若
シ
ソ

レ
ガ
ナ
カ
ッ
タ
ナ
ラ
バ
、
一
家
ヲ
創
立
シ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ32

）
」
と
述
べ
て
お
り
、（
Ｂ
）
を
「
実
家
」
と
認
識
し
て
い
た
。
一
般
法
と
特
別
法

の
関
係
か
ら
本
来
の
実
家
に
戻
る
（
Ａ
）
の
選
択
肢
は
あ
り
え
な
い
。
だ
が
、
直
系
尊
属
が
創
立
し
た
家
を
「
実
家
」
と
見
な
す
な
ら
ば
、

復
籍
の
原
則
か
ら
自
然
と
（
Ｂ
）
が
選
ば
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
原
は
特
別
に
本
案
の
よ
う
な
法
律
を
制
定
す
る
必
要
は
な
く
、
民
法
だ
け
で

充
分
だ
と
考
え
て
い
た
。
一
方
、
江
木
を
は
じ
め
政
府
側
は
、
直
系
尊
属
が
創
立
し
た
家
を
「
実
家
」
と
は
見
な
さ
ず
、
特
別
な
法
律
が
な

け
れ
ば
（
Ｂ
）
の
選
択
は
あ
り
え
な
い
と
捉
え
た
の
で
あ
る
。

政
府
側
は
よ
り
詳
し
く
本
案
の
特
徴
を
説
明
す
る
た
め
に
、
江
木
大
臣
に
代
わ
っ
て
池
田
寅
二
郎
司
法
省
民
事
局
長
が
答
弁
し
た
。
ま
ず

池
田
は
、
本
案
が
例
と
し
た「
皇
族
ヨ
リ
臣
籍
ニ
入
リ
タ
ル
者
及
婚
嫁
ニ
因
リ
臣
籍
ヨ
リ
出
テ
皇
族
ト
為
リ
タ
ル
者
ノ
戸
籍
ニ
関
ス
ル
法
律
」

が
ど
の
よ
う
な
趣
旨
で
制
定
さ
れ
た
の
か
を
解
説
し
て
い
る
。
皇
族
の
場
合
も
、
婚
姻
や
養
子
に
よ
っ
て
華
族
に
降
り
た
の
ち
に
離
婚
・
離

縁
し
た
と
き
に
い
ず
れ
の
戸
籍
に
復
す
る
か
問
題
と
な
っ
た
。
実
家
（
皇
籍
）
に
戻
る
の
は
皇
室
典
範
が
禁
じ
て
お
り
、
だ
か
ら
と
い
っ
て

す
べ
て
一
般
臣
民
と
し
て
一
家
創
立
す
る
の
は
穏
当
で
は
な
い33

）
。
そ
こ
で
、
新
た
に
法
律
を
制
定
し
、
直
系
尊
属
が
臣
籍
（
華
族
）
に
降
り

て
創
立
し
た
家
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
民
法
上
の
「
実
家
」
と
し
て
取
扱
う
こ
と
に
し
た
と
い
う
。
そ
し
て
本
案
も
「
ソ
レ
ト
同
ジ
ヤ
ウ
ナ
関

係
」
に
あ
っ
た
。
つ
ま
り
王
公
族
も
皇
族
と
同
じ
く
実
家
に
復
籍
で
き
な
い
の
で
、
直
系
尊
属
が
臣
籍
に
降
り
て
創
立
し
た
家
が
あ
れ
ば
、

「
ソ
レ
ヲ
恰
モ
実
家
ト
同
様
ニ
認
メ
テ
其
家
ニ
復
籍
サ
セ
ル
コ
ト
ニ
ス
ル
方
ガ
妥
当34

）
」
と
い
う
意
見
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

池
田
は
「
元
王
公
族
タ
リ
シ
人
」
へ
の
民
法
の
適
用
に
つ
い
て
、「
一
旦
養
子
縁
組
、
若
ク
ハ
婚
姻
デ
以
テ
内
地
ノ
家
ニ
入
ラ
レ
マ
シ
タ
暁
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ニ
於
テ
、
其
後
ノ
法
律
関
係
ト
云
フ
モ
ノ
ハ
是
ハ
全
ク
民
法
ノ
規
定
ニ
従
フ
ト
云
フ
コ
ト
モ
亦
原
議
員
ノ
仰
ノ
通
リ
デ
ア
リ
マ
ス35

）
」と
述
べ
、

原
と
意
見
を
同
じ
く
し
て
い
た
。
直
系
尊
属
が
臣
籍
に
降
り
て
創
立
し
た
家
を
「
実
家
」
と
し
、「
元
王
公
族
タ
リ
シ
人
」
を
そ
こ
に
復
籍
さ

せ
る
と
い
う
方
針
も
一
致
し
て
い
た
。
だ
が
、
両
者
の
間
に
は
決
定
的
な
違
い
が
あ
っ
た
。
池
田
は
、
直
系
尊
属
が
臣
籍
に
降
り
て
創
立
し

た
家
を
「
実
家
」
と
認
め
る
た
め
に
は
別
途
法
律
が
必
要
で
あ
り
、
本
案
の
制
定
が
な
け
れ
ば
「
実
家
」
と
は
見
な
せ
な
い
と
考
え
た
の
で

あ
る
。

し
か
し
、
朝
鮮
と
内
地
の
家
の
関
係
を
一
つ
の
法
律
で
解
決
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
共
通
法
と
の
整
合
性
を
説
明
し
な
い
わ
け
に
は
い

か
な
か
っ
た
。
池
田
は
「
朝
鮮
ノ
一
般
ノ
臣
民
、
内
地
ノ
一
般
ノ
臣
民
ト
ノ
家
籍
ノ
移
動
ニ
関
シ
マ
シ
テ
ハ
、
民
法
並
朝
鮮
ニ
於
テ
ハ
制
令

ニ
ソ
レ
ゾ
レ
規
定
ガ
ア
リ
マ
シ
テ
、
之
ヲ
調
和
ス
ル
為
ニ
茲
ニ
共
通
法
ノ
規
定
ガ
ア
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
」
と
認
め
た
う
え
で
次
の
よ
う
に
主

張
し
た
。

是
〔
本
案
〕
ハ
全
ク
朝
鮮
ノ
家
ト
内
地
ノ
家
ト
ノ
間
ノ
関
係
ヲ
此
一
本
ノ
法
律
デ
規
定
ス
ル
訳
デ
ア
リ
マ
ス
カ
ラ
、
恰
モ
共
通
法
以
上

ノ
規
定
ト
申
シ
マ
ス
カ
、
内
地
ノ
家
ニ
在
リ
マ
シ
タ
者
ガ
、
此
規
定
ニ
依
リ
マ
シ
テ
、
直
接
ニ
朝
鮮
ニ
於
テ
創
立
セ
ラ
レ
タ
ル
家
ニ
入

ル
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
定
メ
タ
次
第
デ
ア
リ
マ
ス36

）

す
な
わ
ち
、
本
案
を
共
通
法
以
上
の
法
律
と
位
置
づ
け
る
こ
と
で
、
朝
鮮
と
内
地
の
家
の
関
係
を
同
時
に
規
定
す
る
こ
と
を
正
当
化
し
た

の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
と
、
本
案
は
王
公
家
軌
範
で
実
際
の
戸
籍
を
取
り
扱
う
施
行
規
則
に
と
ど
ま
ら
ず
に
、
こ
れ
自
体
が

王
公
族
の
実
体
的
規
定
を
構
成
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
本
案
が
実
体
的
規
定
を
構
成
し
て
い
る
な
ら
ば
、
王
公
家
軌
範
を
改
正
す
る

か
、「
王
公
族
ノ
権
義
ニ
関
ス
ル
法
律
」
に
も
と
づ
い
て
皇
室
令
で
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

こ
の
点
を
原
委
員
に
指
摘
さ
れ
た
政
府
側
は
、
池
田
に
代
わ
っ
て
江
木
大
臣
が
答
弁
し
た
。
た
し
か
に「
王
公
族
ノ
権
義
ニ
関
ス
ル
法
律
」

に
よ
っ
て
王
公
族
と
一
般
臣
民
に
わ
た
る
事
項
は
皇
室
令
で
定
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
だ
が
、
本
案
が
対
象
と
し
て
い
る
の
は
、
婚
姻
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や
養
子
に
よ
っ
て
「
純
然
タ
ル
臣
籍
ノ
家
ニ
入
ッ
タ
人
」
で
あ
り
、
王
公
族
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
案
は
王
公
家
軌
範
や
そ
の
他
の

皇
室
令
で
は
な
く
、
法
律
で
規
定
す
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
る37

）
。

な
る
ほ
ど
、
王
公
家
軌
範
や
皇
室
令
で
臣
籍
同
士
の
関
係
を
定
め
る
べ
き
で
は
な
い
。
し
か
し
、
江
木
は
実
家
復
籍
の
議
論
の
と
き
に「
元

王
公
族
タ
リ
シ
人
」
は
一
般
臣
民
で
は
な
い
か
ら
民
法
と
は
別
の
法
律
が
必
要
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
体

的
規
定
を
含
む
本
案
を
王
公
家
軌
範
の
改
正
や
皇
室
令
で
は
な
く
法
律
で
定
め
る
こ
と
の
正
当
性
を
問
わ
れ
る
と
、

王
公
族

と
い
う
特
性

を
完
全
に
否
定
し
て
単
な
る
一
般
臣
民
と
見
な
し
た
の
で
あ
る
。

政
府
側
の
答
弁
は
右
の
よ
う
に
自
家
撞
着
に
陥
っ
て
お
り
、
必
ず
し
も
納
得
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
日
の
質
疑
は

こ
こ
で
終
わ
る
。

（
二
）
離
婚
届
の
有
無

原
議
員
は
つ
づ
く
一
七
日
の
委
員
会
で
も
本
案
を
批
判
し
、
制
定
の
必
要
性
に
疑
問
を
呈
し
た
。
こ
の
日
、
原
が
詰
め
寄
っ
た
の
は
第
二

条
で
あ
っ
た
。
第
二
条
は
王
公
家
に
婚
嫁
し
て
王
公
族
に
な
っ
た
内
地
の
元
一
般
臣
民
が
離
婚
な
ど
で
実
家
に
復
籍
し
た
と
き
に
、「
復
籍
シ

タ
ル
者
ノ
父
母
及
其
ノ
者
ト
ノ
続
柄
」「
復
籍
ノ
原
因
及
年
月
日
」を
具
え
た
書
面
を
添
付
し
て
一
カ
月
以
内
に
市
町
村
長
に
届
出
す
る
よ
う

定
め
た
条
文
で
あ
る
。

一
般
臣
民
の
家
で
は
、
妻
は
夫
と
死
別
し
て
も
基
本
的
に
そ
の
ま
ま
婚
家
に
留
ま
る
。
と
こ
ろ
が
、
王
公
家
に
入
っ
た
女
子
は
王
公
家
軌

範
第
六
八
条38

）
に
よ
り
、
夫
が
亡
く
な
っ
た
と
き
に
王
ま
た
は
公
の
許
可
（
妃
の
場
合
は
さ
ら
に
勅
許
）
を
得
て
実
家
に
復
籍
で
き
た
。
こ
れ

は
戸
籍
法
に
な
い
事
例
の
た
め
、
本
案
第
二
条
に
届
出
の
方
法
が
設
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
王
公
家
に
嫁
い
だ
女
子
が
離
婚
し
た
場

合
は
王
公
家
軌
範
第
一
二
六
条39

）
に
も
と
づ
い
て
、
実
家
が
あ
る
な
ら
ば
復
籍
し
、
な
け
れ
ば
一
家
創
立
か
実
家
再
興
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の

趣
旨
は
民
法
と
同
じ
だ
が
、
手
続
き
が
異
な
っ
て
い
た
。
臣
籍
の
離
婚
は
届
出
書
の
受
理
に
よ
っ
て
成
立
し
、
同
時
に
戸
籍
法
に
も
と
づ
い

て
届
出
書
に
復
籍
す
る
実
家
も
し
く
は
一
家
創
立
や
実
家
再
興
の
旨
が
記
述
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
王
公
族
の
離
婚
は
勅
許
で
成
立
し
、
届
出

と
い
う
形
式
が
存
在
し
な
い
た
め
、
王
公
家
を
離
れ
て
一
般
臣
民
と
な
っ
た
女
子
の
復
籍
等
に
関
す
る
戸
籍
の
処
理
が
書
類
上
で
き
な
か
っ
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た
。
そ
こ
で
本
案
に
よ
り
別
途
届
出
を
義
務
づ
け
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
原
は
、
勅
許
を
要
す
る
の
は
王
公
家
軌
範
の
特
別
の
規
定
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
離
婚
届
の
有
無
を
連
関
さ
せ
る
必
要
は
な
く
、

王
公
家
を
去
る
者
が
届
出
し
て
も
構
わ
な
い
と
考
え
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
た
と
え
勅
許
に
よ
る
成
立
と
い
う
形
式
の
違
い
は
あ
っ
て
も
離

婚
と
い
う
実
質
は
変
わ
ら
な
い
以
上
、「
普
通
ノ
民
法
ノ
規
定
ニ
従
テ
離
婚
届
ヲ
添
付
ス
ル
ト
云
フ
コ
ト
デ
一
向
差
支
ナ
イ
ヤ
ウ
デ
ア
リ
マ

ス40
）

」
と
指
摘
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
池
田
は
、
民
法
の
も
と
で
は
届
出
に
よ
っ
て
、
王
公
家
軌
範
の
も
と
で
は
勅
許
に
よ
っ
て
離
婚
が
成
立
す
る
の
で
「
実
体

法
ガ
斯
ノ
如
ク
違
フ
、
即
チ
形
式
ガ
違
フ
、
故
ニ
戸
籍
法
ヲ
以
テ
賄
フ
ト
云
フ
コ
ト
ハ
出
来
ナ
イ41

）
」
と
答
弁
し
た
。

し
か
し
、
問
題
が
実
体
法
の
違
い
に
起
因
し
て
い
る
な
ら
ば
、
王
公
家
軌
範
か
戸
籍
法
を
改
正
す
べ
き
で
あ
ろ
う
し
、
そ
も
そ
も
王
公
族

と
一
般
臣
民
に
わ
た
る
事
項
は
皇
室
令
と
し
て
制
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
原
は
、「
出
来
ル
ダ
ケ
斯
ウ
云
フ
特
殊
ナ
法
律

ハ
設
ケ
ナ
イ
デ
、
戸
籍
法
デ
モ
一
部
分
改
正
ス
レ
バ
当
然
斯
ウ
云
フ
場
合
ハ
処
理
ガ
出
来
ル
モ
ノ
ト
思
フ
」と
述
べ
、「
特
段
ニ
斯
ウ
云
フ
特

別
法
ヲ
設
ケ
ル
ト
云
フ
趣
旨
ハ
、
昨
年
吾
々
〔
ガ
〕
協
賛
ヲ
与
ヘ
タ
ル
王
公
族
ノ
権
義
ニ
関
ス
ル
委
任
ノ
法
律
ノ
趣
意
ヲ
全
ウ
ス
ル
モ
ノ
デ

ナ
イ42

）
」
と
非
難
し
た
。

一
二
日
の
議
論
に
重
な
る
こ
の
論
点
に
池
田
は
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。
王
公
家
へ
の
婚
嫁
・
養
子
縁
組
の
手
続
き
は
王
公
族
と
し
て

す
る
の
で
、
王
公
家
軌
範
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
に
離
婚
・
離
縁
す
る
場
合
は
一
般
臣
民
と
し
て
民
法
の
支
配
を
受
け
る
。

つ
ま
り
離
婚
の
効
力
や
手
続
き
の
定
め
は
王
公
族
の
権
利
義
務
に
該
当
し
な
い
し
、
王
公
族
と
一
般
臣
民
に
わ
た
る
事
項
で
も
な
い
「
一
般

臣
民
限
リ
ノ
事
柄
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
本
案
は
「
王
公
族
ノ
権
義
ニ
関
ス
ル
法
律
」
の
範
囲
に
属
さ
な
い
と
解
釈
し
、
法
律
で
定
め
る

の
が
至
当
と
い
う
結
論
に
な
っ
た
の
だ
と
い
う
。

こ
こ
に
至
っ
て
原
が
質
問
を
打
ち
切
り
、
委
員
会
は
終
わ
る
。
本
案
は
同
年
四
月
一
八
日
に
法
律
第
五
一
号
と
し
て
公
布
さ
れ
、
五
月
一

〇
日
よ
り
施
行
と
な
っ
た
。

な
お
、
王
公
族
と
朝
鮮
の
家
の
関
係
を
定
め
た
「
王
公
族
ヨ
リ
朝
鮮
ノ
家
ニ
入
リ
タ
ル
者
及
朝
鮮
ノ
家
ヲ
去
リ
王
公
家
ニ
入
リ
タ
ル
者
ニ

関
ス
ル
制
令
」
お
よ
び
「
王
公
族
ヨ
リ
朝
鮮
ノ
家
ニ
入
リ
タ
ル
者
及
朝
鮮
ノ
家
ヲ
去
リ
王
公
家
ニ
入
リ
タ
ル
者
ニ
関
ス
ル
件
」
は
同
年
四
月
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一
九
日
に
そ
れ
ぞ
れ
制
令
第
一
二
号
と
朝
鮮
総
督
府
令
第
三
九
号
と
し
て
公
布
さ
れ
、
法
律
第
五
一
号
と
同
日
に
施
行
と
な
っ
た
。

三

皇
族
の
前
例
と
法
律
に
よ
る
解
決

本
案
の
制
定
を
め
ぐ
っ
て
は
、
主
に
①
共
通
法
と
の
整
合
性
と
②
「
王
公
族
ノ
権
義
ニ
関
ス
ル
法
律
」
と
の
関
係
（
法
律
で
定
め
る
事
項

な
の
か
否
か
）
が
論
点
と
な
り
、
政
府
側
は
次
の
よ
う
に
答
弁
し
た
。

①

本
案
が
対
象
と
す
る
の
は
王
公
族
と
い
う
特
殊
な
身
分
と
一
般
臣
民
の
関
係
で
あ
る
。
た
と
え
離
婚
・
離
縁
に
よ
っ
て
王
公
家
を
離

れ
て
も
「
元
王
公
族
タ
リ
シ
人
」
で
あ
り
、
民
法
で
は
規
定
で
き
な
い
。
代
わ
り
に
本
案
第
一
条
が
「
共
通
的
ノ
法
規
」
と
な
り
、
こ

れ
一
本
で
朝
鮮
と
内
地
の
家
の
関
係
を
定
め
る
。
し
た
が
っ
て
本
案
は
共
通
法
以
上
の
法
律
で
あ
る
。

②

本
案
が
王
公
族
の
実
体
を
規
定
し
て
い
る
な
ら
ば
、「
王
公
族
ノ
権
義
ニ
関
ス
ル
法
律
」に
も
と
づ
い
て
皇
室
令
の
制
定
や
王
公
家
軌

範
の
改
正
で
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
本
案
が
対
象
と
し
て
い
る
の
は
婚
姻
や
養
子
に
よ
っ
て
「
純
然
タ
ル
臣
籍
ノ
家

ニ
入
ッ
タ
人
」
で
あ
り
、
一
般
臣
民
同
士
の
事
柄
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
案
は
「
王
公
族
ノ
権
義
ニ
関
ス
ル
法
律
」
の
適
用
範
囲

に
属
さ
な
い
の
で
、
皇
室
令
で
は
規
定
で
き
な
い
し
王
公
家
軌
範
の
改
正
で
も
対
応
で
き
な
い
。

②
に
関
し
て
、
た
し
か
に
王
公
家
軌
範
は
王
公
族
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
で
あ
り
、
政
府
側
の
主
張
も
一
理
あ
る
。
し
か
し
、
王
公
家
軌

範
は
必
ず
し
も
王
公
族
だ
け
を
規
定
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
第
二
〇
条
で「
王
公
族
ノ
子
ニ
シ
テ
王
公
族
ニ
非
サ
ル
者
」、
第
二

六
条
で
「
王
公
族
ノ
身
分
ヲ
失
ヒ
タ
ル
者
」、
第
六
二
条
で
「〔
勅
許
に
よ
り
〕
朝
鮮
貴
族
ニ
列
シ
タ
ル
者
」
を
主
語
に
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、

法
律
の
制
定
で
は
な
く
、
王
公
家
軌
範
の
改
正
で
解
決
し
て
も
構
わ
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
①
で
、
た
と
え
王
公
家
を
離
れ
て
も
本

案
が
対
象
と
す
る
の
は
王
公
族
と
い
う
特
殊
な
身
分
と
し
て
い
る
の
で
、
政
府
側
の
答
弁
は
一
貫
性
が
な
く
説
得
力
を
欠
く
。

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
政
府
は
王
公
家
軌
範
の
改
正
や
皇
室
令
の
制
定
で
は
な
く
、
法
律
で
の
解
決
に
固
執
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
併
合
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か
ら
一
六
年
経
っ
て
よ
う
や
く
王
公
族
の
身
位
・
襲
系
を
確
定
し
た
王
公
家
軌
範
を
改
正
す
る
こ
と
に
対
す
る
忌
避
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う43

）
。

王
公
家
軌
範
は
天
皇
が
併
合
条
約
や
冊
立
詔
書
で
韓
国
皇
室
お
よ
び
国
際
社
会
に
表
明
し
た
約
束
を
実
現
す
る
も
の
で
あ
り
、
公
布
の
翌
日

に
は
『
毎
日
申
報
』
の
一
面
で
「
世
家
率
循
の
大
宝
典

永
久
無

の
王
公
家
軌
範44

）
」
と
大
々
的
に
報
じ
ら
れ
て
い
た
。
当
然
な
が
ら
そ
れ

を
わ
ず
か
半
年
で
改
正
す
る
失
態
を
演
じ
る
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
加
え
て
、
王
公
家
軌
範
は
政
争
の
種
で
あ
り
、
伊
東
巳
代
治
を
は

じ
め
と
す
る
帝
室
制
度
審
議
会
の
反
発
も
警
戒
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
皇
族
の
戸
籍
の
移
動
を
皇
室
典
範
の
改
正
や
皇
室
令
で
は
な
く
明
治
四
三
年
法
律
第
三
九
号
に
よ
っ
て
解
決
し
た
の
だ
か
ら
、「
皇

族
ノ
礼
」
を
受
け
る
王
公
族
も
そ
れ
に
倣
う
べ
き
だ
と
い
う
考
え
が
あ
っ
た
。
本
案
が
明
治
四
三
年
法
律
第
三
九
号
を
参
考
に
作
成
さ
れ
た

の
は
政
府
の
答
弁
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
明
治
四
三
年
法
律
第
三
九
号
の
審
議
過
程
で
政
府
委
員
を
務
め
た
平
沼
騏
一
郎
は
、
皇
室
令
で

は
な
く
法
律
で
制
定
す
る
理
由
を
、
現
今
皇
族
の
身
分
を
有
す
る
者
で
は
な
く
、
す
で
に
皇
族
を
離
れ
た
者
を
対
象
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ

る
と
説
明
し
て
い
た45

）
。
本
案
も
こ
れ
と
同
じ
論
理
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
王
公
族
は
皇
族
と
異
な
り
内
地
籍
で
は
な
か
っ
た
た
め
、
同
じ
論
理
で
は
共
通
法
と
の
整
合
性
を
保
て
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、

本
案
は
共
通
法
を
超
越
す
る
と
説
明
せ
ざ
る
を
え
ず
、
昭
和
二
年
法
律
第
五
一
号
の
制
定
に
よ
っ
て
、
内
地
お
よ
び
各
外
地
間
で
法
域
を
分

け
る
帝
国
法
制
の
基
本
原
理
が
崩
れ
る
。
一
九
二
六
年
の
「
王
公
族
ノ
権
義
ニ
関
ス
ル
法
律
」
に
よ
る
典
憲
二
元
主
義
の
否
定
に
つ
づ
い
て
、

帝
国
法
制
の
根
幹
が
揺
ら
い
だ
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

併
合
か
ら
三
五
年
後
に
日
本
の
朝
鮮
統
治
は
終
焉
を
迎
え
た
。
そ
の
二
年
後
に
「
日
本
国
憲
法
施
行
の
際
現
に
効
力
を
有
す
る
命
令
の
規

定
の
効
力
等
に
関
す
る
法
律
」（
昭
和
二
二
年
法
律
第
七
二
号
）
が
制
定
さ
れ
、
昭
和
二
年
法
律
第
五
一
号
や
「
王
公
族
ノ
権
義
ニ
関
ス
ル
法

律
」
は
廃
止
と
な
る
。
王
公
家
軌
範
の
制
定
か
ら
わ
ず
か
二
一
年
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
間
に
王
公
族
と
内
地
人
の
離
婚
・
離
縁
は
な

く
、
戸
籍
の
移
動
は
法
律
上
の
議
論
に
終
わ
る
。
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た
だ
し
、
王
公
族
と
内
地
人
の
結
婚
は
、
李

・
方
子
夫
妻
の
ほ
か
、
李
鍵
・
広
橋
誠
子
よ
し
こ

夫
妻
、
宗
武
志
たけゆき

・
李
徳
恵
夫
妻
の
事
例
が
あ
り
、

後
ろ
の
二
例
は
戦
後
に
離
婚
し
た
。
最
後
に
こ
の
夫
妻
の
戸
籍
・
国
籍
の
行
方
に
言
及
し
て
お
き
た
い
。

李
鍵
は
李

公
と
鄭
氏
の
間
に
生
ま
れ
、
身
分
は
公
族
で
あ
っ
た
。
一
九
三
一
年
六
月
一
二
日
、
李

の
隠
居
に
と
も
な
っ
て
公
を
継
ぎ

李
鍵
公
と
な
っ
て
い
る
。
一
方
、
誠
子
は
華
族
松
平
胖
と
鍋
島
俊
子
（
方
子
の
叔
母
）
の
間
に
生
ま
れ
た
の
ち
、
広
橋
真
光
の
養
妹
と
な
り
、

三
一
年
一
〇
月
五
日
に
李
鍵
に
嫁
い
で
公
族
と
な
っ
た
。
李
鍵
と
誠
子
お
よ
び
子
の
沖
、

、
沃
子
は
四
七
年
五
月
二
日
に
最
後
の
勅
令
と

し
て
公
布
施
行
さ
れ
た
「
外
国
人
登
録
令
」
で
「
外
国
人
」
に
な
っ
た
翌
日
に
桃
山
姓
を
名
の
り
、
虔
一
、
佳
子
、
忠
久
、
欣
也
、
明
子
と

改
名
し
た46

）
。
結
婚
当
初
か
ら
溝
の
あ
っ
た
夫
妻
は
五
一
年
五
月
に
離
婚
す
る
。
佳
子
は
復
籍
し
て
松
平
佳
子
に
な
り
、
虔
一
、
忠
久
、
欣
也
、

明
子
は
五
五
年
三
月
一
日
に
帰
化
し
て
日
本
の
国
籍
を
取
得
し
た
。

宗
武
志
は
対
馬
藩
主
宗
伯
爵
家
の
当
主
で
あ
り
、
麗
澤
大
学
教
授
を
つ
と
め
た
文
学
者
で
あ
っ
た
。
徳
恵
は
王
族
李
太
王
と
梁
氏
の
間
に

生
ま
れ
、
三
一
年
五
月
八
日
に
宗
家
に
嫁
い
で
王
族
か
ら
華
族
に
な
っ
た
。
彼
女
は
結
婚
前
か
ら
「
早
発
性
痴
呆
症
」
を
患
い
、
戦
後
、
精

神
科
の
病
院
と
し
て
古
い
歴
史
を
も
つ
東
京
都
立
松
沢
病
院
に
入
院
す
る
。
宗
武
志
は
四
七
年
五
月
三
日
の
新
憲
法
の
施
行
に
よ
っ
て
華
族

の
身
分
を
失
い
、
一
般
の
日
本
人
と
な
っ
た
。
徳
恵
と
長
女
正
恵
は
宗
の
戸
籍
に
属
し
て
い
た
た
め
、
五
二
年
四
月
二
八
日
の
対
日
講
和
条

約
の
発
効
後
も
日
本
国
籍
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。
徳
恵
は
五
五
年
に
離
婚
が
成
立
す
る
と
梁
氏
の
戸
籍
を
創
立
し
て
梁
徳
恵
に
な
る
。
さ
ら
に

六
二
年
一
月
二
六
日
に
ソ
ウ
ル
大
学
病
院
に
入
院
す
る
た
め
特
別
機
で
羽
田
か
ら
ソ
ウ
ル
に
渡
っ
た
の
を
契
機
と
し
て
、
大
韓
民
国
の
国
籍

を
取
得
し
た
。

注（
１
）
拙
著
『
天
皇
の
韓
国
併
合
｜
王
公
族
の
創
設
と
帝
国
の
葛
藤
｜
』（
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
一
年
）。

（
２
）
高
久
嶺
之
介
「
大
正
期
皇
室
法
令
を
め
ぐ
る
紛
争
（
上
）」（『
社
会
科
学
』
第
三
二
号
、
一
九
八
三
年
二
月
）、
同
「
大
正
期
皇
室
法
令
を
め
ぐ
る
紛
争
（
下
）」

（『
社
会
科
学
』
第
三
四
号
、
一
九
八
四
年
三
月
）、
島
善
高
「
大
正
七
年
の
皇
室
典
範
増
補
と
王
公
家
軌
範
の
制
定
」（『
早
稲
田
人
文
自
然
科
学
研
究
』
第

四
九
号
、
一
九
九
六
年
三
月
）、
西
川
誠
「
大
正
後
期
皇
室
制
度
整
備
と
宮
内
省
」（
近
代
日
本
研
究
会
編
『
宮
中
・
皇
室
と
政
治
』
山
川
出
版
社
、
一
九
九
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八
年
）、
伊
藤
之
雄
「
近
代
日
本
の
君
主
制
の
形
成
と
朝
鮮
｜
韓
国
皇
帝
・
皇
族
等
の
日
本
帝
国
へ
の
包
摂
｜
」（『
法
学
論
叢
』
第
一
五
四
号
、
二
〇
〇
四
年

三
月
）。

（
３
）
拙
著
前
掲
で
も
一
九
一
八
年
の
議
論
は
皇
族
と
王
族
の
婚
儀
と
関
連
づ
け
て
検
討
し
た
が
、
本
稿
で
取
り
扱
う
戸
籍
問
題
の
重
要
性
に
は
気
づ
か
な
か
っ

た
た
め
、
一
九
二
六
年
の
制
定
後
の
運
用
に
ま
で
は
言
及
で
き
な
か
っ
た
。

（
４
）
朝
鮮
で
は
民
法
を
依
用
し
た
朝
鮮
民
事
令
。

（
５
）
本
州
・
四
国
・
九
州
・
千
島
を
含
む
北
海
道
・
沖
縄
・
小
笠
原
で
構
成
さ
れ
る
。
南
樺
太
は
一
九
四
三
年
に
内
地
に
編
入
。

（
６
）
台
湾
、
朝
鮮
、
南
樺
太
に
法
律
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
施
行
す
る
と
き
は
勅
令
を
も
っ
て
定
め
る
一
方
で
、
外
地
に
特
に
施
行
す
る
目
的
で
制
定
さ
れ
た

法
律
は
、
勅
令
に
よ
る
こ
と
を
必
要
と
せ
ず
、
そ
の
ま
ま
外
地
に
施
行
さ
れ
た
。

（
７
）
一
八
九
七
年
東
京
帝
国
大
学
法
科
大
学
法
律
学
科
（
英
法
）
卒
。
一
九
一
〇
年
拓
殖
局
部
長
、
一
二
年
第
三
次
桂
内
閣
、
一
四
年
第
二
次
大
隈
内
閣
、
二

四
年
加
藤
護
憲
三
派
内
閣
の
書
記
官
長
、
二
五
年
加
藤
内
閣
の
司
法
大
臣
を
歴
任
。
一
六
年
に
は
勅
選
貴
族
院
議
員
と
な
っ
た
。

（
８
）
實
方
正
雄
「
共
通
法
」（
末
弘
嚴
太
郎
編
『
新
法
学
全
集
』
第
三
〇
巻
、
日
本
評
論
社
、
一
九
四
〇
年
）
一
二
頁
。

（
９
）
浅
野
豊
美
『
帝
国
日
本
の
植
民
地
法
制
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
八
年
）
三
四
八
｜
三
四
九
頁
。

（
10
）
實
方
前
掲
、
一
二
頁
。

（
11
）
共
通
法
に
関
す
る
研
究
は
、
私
法
を
中
心
に
論
じ
た
實
方
前
掲
の
ほ
か
、
公
法
を
視
野
に
入
れ
た
浅
野
豊
美
「
植
民
地
で
の
条
約
改
正
と
日
本
帝
国
の
法

的
形
成
」（
浅
野
豊
美
・
松
田
利
彦
編
『
植
民
地
帝
国
日
本
の
法
的
構
造
』
信
山
社
、
二
〇
〇
四
年
）、
浅
野
前
掲
『
帝
国
日
本
の
植
民
地
法
制
』
が
あ
る
。

し
か
し
、
共
通
法
を
超
越
す
る
昭
和
二
年
法
律
第
五
一
号
に
関
す
る
言
及
は
な
い
。

（
12
）
長
井
純
市
編
『
渡
辺
千
秋
関
係
文
書
』（
山
川
出
版
社
、
一
九
九
四
年
）
一
四
九
頁
。

（
13
）
拙
著
前
掲
、
六
〇
頁
。

（
14
）
伊
東
は
「
皇
室
制
度
再
査
議
」
で
王
公
族
の
軌
儀
だ
け
で
な
く
、
帝
室
制
度
調
査
局
が
起
草
・
上
奏
し
た
皇
室
令
を
含
む
法
案
の
う
ち
、
い
ま
だ
日
の
目

を
み
な
い
一
八
案
を
制
定
す
べ
き
と
も
訴
え
て
い
た
。

（
15
）
今
村
鞆
「
李
王
家
に
関
す
る
事
ど
も
」（『
斎
藤
実
文
書
』
99

8
、
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
史
料
室
所
蔵
）
一
九
二
一
年
一
月
一
〇
日
作
成
。

（
16
）

剥
奪
ノ
処
分
ヲ
受
ケ
タ
ル
王
公
族
ハ
臣
籍
ニ
降
ス
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ
」。

（
17
）

臣
籍
ヨ
リ
王
公
族
ニ
嫁
シ
タ
ル
女
子
離
婚
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
実
家
ニ
復
籍
ス
」。

（
18
）

王
公
家
軌
範
審
査
委
員
会
筆
記
（
五
月
〜
六
月
）」（『
枢
密
院
委
員
録
・
大
正
七
年
・
巻
別
冊
』
国
立
公
文
書
館
所
蔵
）。

（
19
）
拙
著
前
掲
、
三
〇
一
｜
三
〇
五
頁
。

― ―203



（
20
）

王
族
及
公
族
ノ
権
義
ニ
関
シ
テ
ハ
皇
室
令
ヲ
以
テ
別
段
ノ
規
定
ヲ
設
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
王
族
又
ハ
公
族
ト
一
般
臣
民
ト
ニ
渉
ル
事
項
ニ
シ
テ
各
適
用
ス
ヘ

キ
法
規
ヲ
異
ニ
ス
ル
ト
キ
ハ
前
項
ノ
規
定
ニ
依
ル
第
一
項
ノ
命
令
ハ
法
律
中
特
ニ
王
族
又
ハ
公
族
ニ
適
用
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
シ
タ
ル
規
定
ニ
違
背
ス
ル
コ
ト

ナ
シ
」。

（
21
）
新
田
隆
信
「
王
公
族
の
法
的
地
位
と
法
律
第
83
号
｜
｜
明
治
憲
法
体
制
に
関
す
る
一
つ
の
覚
え
書
」（『
富
大
経
済
論
集
』
第
九
巻
第
二
号
、
一
九
六
三
年

七
月
）。
典
憲
二
元
主
義
と
は
明
治
憲
法
と
皇
室
典
範
を
共
に
国
家
の
最
高
法
規
と
見
な
し
、
す
べ
て
の
法
形
式
は
国
務
法
と
宮
務
法
の
二
系
統
に
分
属
す
る

と
い
う
考
え
方
。

（
22
）

養
子
縁
組
若
ハ
婚
嫁
ニ
因
リ
内
地
ノ
家
ニ
入
リ
タ
ル
王
公
族
又
ハ
婚
嫁
ニ
因
リ
内
地
ノ
家
ヲ
去
リ
王
公
家
ニ
入
リ
タ
ル
者
ア
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
其
ノ
入

リ
又
ハ
去
リ
タ
ル
内
地
ノ
家
ノ
戸
主
ハ
一
月
内
ニ
其
ノ
者
ノ
氏
名
、
出
生
ノ
年
月
日
、
本
籍
又
ハ
原
籍
、
父
母
及
其
ノ
者
ト
父
母
ト
ノ
続
柄
並
入
籍
又
ハ
除

籍
ノ
原
因
及
年
月
日
ヲ
具
シ
其
ノ
旨
市
町
村
長
ニ
届
出
ヅ
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
」。

（
23
）
「
養
子
縁
組
又
ハ
婚
嫁
ニ
因
リ
内
地
ノ
家
ニ
入
リ
タ
ル
王
公
族
離
縁
又
ハ
離
婚
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
其
ノ
直
系
尊
属
ガ
王
公
家
軌
範
ニ
依
リ
一
般
臣
民
ト
為

リ
タ
ル
為
創
立
シ
タ
ル
家
ア
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
家
ニ
入
リ
其
ノ
家
ナ
キ
ト
キ
ハ
一
家
ヲ
創
立
ス
」。

（
24
）
「
王
公
家
軌
範
第
六
十
八
条
又
ハ
第
百
二
十
六
条
ノ
規
定
ニ
依
リ
実
家
ニ
復
籍
シ
タ
ル
者
ハ
一
月
内
ニ
左
ノ
事
項
ヲ
具
シ
復
籍
ノ
原
因
ヲ
証
ス
ル
書
面
ヲ

添
附
シ
其
ノ
旨
市
町
村
長
ニ
届
出
ヅ
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

一

復
籍
シ
タ
ル
者
ノ
父
母
及
其
ノ
者
ト
ノ
続
柄

二

復
籍
ノ
原
因
及
年
月
日
」。

（
25
）

王
公
家
軌
範
第
百
二
十
六
条
ノ
規
定
ニ
依
リ
一
家
ヲ
創
立
シ
タ
ル
者
ハ
一
月
内
ニ
左
ノ
事
項
ヲ
具
シ
一
家
創
立
ノ
原
因
ヲ
証
ス
ル
書
面
ヲ
添
附
シ
其
ノ

旨
市
町
村
長
ニ
届
出
ヅ
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

一

一
家
ヲ
創
立
シ
タ
ル
者
ノ
父
母
及
其
ノ
者
ト
父
母
ト
ノ
続
柄

二

一
家
創
立
ノ
原
因
及
年
月
日

三

一
家
創
立
ノ
場
所
」。

（
26
）

王
公
家
軌
範
第
百
二
十
六
条
ノ
規
定
ニ
依
リ
実
家
ヲ
再
興
セ
ン
ト
欲
ス
ル
者
ハ
一
月
内
ニ
左
ノ
事
項
ヲ
具
シ
其
ノ
旨
市
町
村
長
ニ
届
出
ヅ
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

一

廃
絶
シ
タ
ル
実
家
ノ
戸
主
ノ
氏
名
及
本
籍

二

廃
絶
ノ
年
月
日

三

再
興
ノ
場
所
」。

（
27
）

前
条
ニ
掲
グ
ル
場
合
ヲ
除
ク
ノ
外
王
公
家
軌
範
ニ
依
リ
内
地
ノ
家
ヲ
去
リ
王
公
家
ニ
入
リ
タ
ル
者
ア
ル
ト
キ
ハ
宮
内
大
臣
ハ
左
ノ
事
項
ヲ
具
シ
其
ノ
旨
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市
町
村
長
ニ
通
知
ス
ベ
シ

一

王
公
家
ニ
入
リ
タ
ル
者
ノ
氏
名
、
出
生
ノ
年
月
日
及
原
籍
並
戸
主
ト
ノ
続
柄

二

除
籍
ノ
原
因
及
年
月
日

前
項
ノ
場
合
ニ
於
テ
戸
主
ガ
王
公
家
ニ
入
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
家
督
相
続
ハ
之
ニ
因
リ
開
始
ス
」。

（
28
）
東
京
控
訴
院
検
事
か
ら
法
相
秘
書
官
、
首
相
秘
書
官
、
法
制
局
参
事
官
を
経
て
政
界
入
り
し
た
。
民
政
党
代
議
士
と
し
て
党
総
務
、
岡
田
内
閣
の
司
法
政

務
次
官
を
歴
任
。
戦
後
進
歩
党
に
属
し
、
一
九
四
七
年
に
は
島
根
県
の
初
代
公
選
知
事
と
な
る
。

（
29
）『
帝
国
議
会
衆
議
院
委
員
会
議
録

昭
和
編
』
第
六
巻
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
〇
年
）
四
八
八
｜
四
八
九
頁
。

（
30
）
同
前
、
四
九
一
頁
。

（
31
）
同
前
、
四
九
〇
｜
四
九
一
頁
。

（
32
）
同
前
、
四
八
九
｜
四
九
〇
頁
。

（
33
）
第
二
六
回
帝
国
議
会
貴
族
院
特
別
委
員
会
で
明
治
四
三
年
法
律
第
三
九
号
案
を
審
議
し
た
と
き
に
、
尾
崎
三
良
議
員
は
「
直
系
尊
属
ガ
ア
レ
バ
ソ
レ
ヘ
這

入
レ
バ
宜
シ
ウ
ゴ
ザ
イ
マ
ス
ガ
、
ソ
レ
ノ
無
イ
ト
キ
ニ
ハ
據
ロ
ナ
ク
独
立
シ
タ
一
家
ヲ
立
テ
ル
ト
、
ソ
レ
ガ
平
民
ニ
ナ
ル
ト
云
フ
コ
ト
ハ
如
何
ニ
モ
ド
ウ
モ

人
情
酷
薄
ニ
失
シ
ハ
シ
ナ
イ
カ
」
と
批
判
し
て
い
る
。『
帝
国
議
会
貴
族
院
委
員
会
速
記
録
』
第
二
五
巻
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
七
年
）
一
八
七
｜
一

八
八
頁
。

（
34
）
前
掲
『
帝
国
議
会
衆
議
院
委
員
会
議
録

昭
和
編
』
第
六
巻
、
四
九
一
頁
。

（
35
）
同
前
。

（
36
）
同
前
、
四
九
二
頁
。

（
37
）
同
前
。

（
38
）

婚
嫁
ニ
因
リ
王
公
家
ニ
入
リ
タ
ル
女
子
其
ノ
夫
ヲ
亡
ヒ
タ
ル
ト
キ
ハ
王
又
ハ
公
ノ
許
可
ヲ
得
テ
実
家
ニ
復
籍
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
但
シ
妃
ナ
ル
ト
キ
ハ
尚
勅

許
ヲ
受
ク
ヘ
シ
」。

（
39
）

婚
嫁
ニ
因
リ
王
公
家
ニ
入
リ
タ
ル
女
子
離
婚
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
実
家
ニ
復
籍
シ
其
ノ
実
家
ナ
キ
ト
キ
ハ
一
家
ヲ
創
立
ス
但
シ
実
家
ヲ
再
興
ス
ル
コ
ト
ヲ

妨
ケ
ス
」。

（
40
）
前
掲
『
帝
国
議
会
衆
議
院
委
員
会
議
録

昭
和
編
』
第
六
巻
、
四
九
四
頁
。

（
41
）
同
前
、
四
九
四
頁
。

（
42
）
同
前
。
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（
43
）
王
公
家
軌
範
が
改
正
さ
れ
た
の
は
、
一
九
四
一
年
七
月
一
日
と
戦
後
の
一
九
四
七
年
二
月
二
〇
日
の
二
回
だ
け
で
あ
る
。
一
九
四
一
年
は
条
文
で
は
な
く

儀
式
に
つ
い
て
定
め
た
附
式
第
一
の
末
尾
に
「
已
ム
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
事
由
ア
ル
ト
キ
ハ
儀
注
ハ
之
ヲ
簡
略
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ
第
二
以
下
之
ニ
倣
フ
」
を
加

え
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
一
九
四
七
年
は
王
公
族
の
身
位
喪
失
を
規
定
し
た
第
六
一
条
と
第
六
二
条
中
の「
朝
鮮
貴
族
ニ
列
セ
」「
朝
鮮
貴
族
ニ
列
セ
ラ
レ
」

を
そ
れ
ぞ
れ
「
王
族
又
ハ
公
族
ノ
列
ヲ
離
レ
」
に
改
め
る
と
い
う
も
の
と
、
租
税
に
つ
い
て
規
定
し
た
第
八
一
条
を
「
租
税
ニ
関
ス
ル
法
令
中
親
族
ト
ア
ル

ト
キ
ハ
王
公
族
ニ
付
テ
ハ
血
族
ハ
六
親
等
内
ニ
限
リ
之
ヲ
親
族
ト
シ
戸
主
又
ハ
同
居
家
族
ト
ア
ル
ト
キ
ハ
王
公
族
ニ
付
テ
ハ
宮
内
大
臣
カ
大
蔵
大
臣
ト
協

議
ノ
上
戸
主
又
ハ
当
該
戸
主
ノ
同
居
家
族
ニ
該
当
ス
ル
者
ト
決
定
シ
タ
ル
者
ヲ
戸
主
又
ハ
同
居
家
族
ト
看
做
シ
家
督
相
続
ト
ア
ル
ト
キ
ハ
宮
内
大
臣
カ
大

蔵
大
臣
ト
協
議
ノ
上
戸
主
ニ
該
当
ス
ル
者
ト
決
定
シ
タ
ル
王
公
族
ノ
薨
去
ニ
因
リ
開
始
シ
タ
ル
相
続
ヲ
家
督
相
続
ト
看
做
ス
」
に
改
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。

（
44
）『
毎
日
申
報
』
一
九
二
六
年
一
二
月
二
日
。
原
文
は
漢
字
ハ
ン
グ
ル
。

（
45
）
前
掲
『
帝
国
議
会
貴
族
院
委
員
会
速
記
録
』
第
二
五
巻
、
一
八
五
頁
、
一
九
一
頁
。

（
46
）
小
田
部
雄
次
『
梨
本
宮
伊
都
子
妃
の
日
記
』（
小
学
館
、
一
九
九
二
年
）
三
四
六
頁
、
一
九
四
七
年
五
月
四
日
条
。

〔
付
記
〕
本
稿
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金
若
手
研
究
（
Ｂ
）
二
〇
一
二
〜
二
〇
一
三
年
度
（
課
題
番
号：

24720297

）、
二
〇
一
二
年
度
三
島
海
雲
学
術
研
究
奨
励
金
、

日
韓
文
化
交
流
基
金
訪
韓
フ
ェ
ロ
ー
シ
ッ
プ
（
受
入
機
関：

ソ
ウ
ル
大
学
奎
章
閣
国
際
韓
国
学
セ
ン
タ
ー
）
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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